
   柳川市柳川駅自由通路広告等取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市道西鉄柳川駅自由通路線の壁面に設置されたパネル（以

下「掲出用パネル」という。）に掲出する広告、絵画、写真等（以下「広告等」

という。）の取扱いについて、柳川市行政財産使用料条例（平成１７年柳川市

条例第６０号。以下「条例」という。）及び柳川市財務規則（平成１７年柳川

市規則第４５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（広告等の媒体の名称） 

第２条 この告示に基づき掲出する広告等の媒体の名称は、柳川市柳川駅自由通

路広告（以下「自由通路広告」という。）とする。 

 （自由通路広告事業の実施） 

第３条 自由通路広告に係る事業は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３８条の４第７項に規定する行政財産の使用の許可及びこの告示に定めると

ころにより、市が指定する自由通路広告の掲出用パネルに広告等を掲出するこ

とにより実施するものとする。 

（掲出可能な広告等の範囲） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する広告等は、掲出を認めない。 

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるもの 

(2) 美観を害するもの 

(3) 虚偽又は誇大な表示をし、公衆に対し不快な感じを与えるもの 

(4) 設備又は構造上危険であるもの 

(5) その他市長が不適当と認めるもの 

２ 前項に定めるもののほか、広告等の掲出に関する必要な基準は、別に定める

ものとする。 

（広告等の規格等） 

第５条 広告等の規格及び掲出用パネルの区画数は、別表のとおりとする。 

（広告等掲出の申請） 

第６条 広告等を掲出しようとする者（以下「掲出希望者」という。）は、規則

第１２１条第２項の規定により、行政財産使用許可申請書（様式第１号）に掲

出する広告等の見本その他必要な書類を添えて市長に提出し、行政財産の使用

の許可を受けなければならない。 

（広告等掲出の許可） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第４条の規定に基づき



行政財産の使用の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により行政財産の使用を許可したときは、掲出内容及び

条件等を、規則第１２１条第３項の行政財産使用許可証（様式第２号）により、

掲出希望者に通知するとともに、掲出する広告等に許可印（様式第３号）を押

印するものとする。ただし、押印が不適当と認めるときは、この限りでない。 

３ 市長は、行政財産の使用を許可しないときは、行政財産使用不許可通知書（様

式第４号）により掲出希望者に通知するものとする。 

（行政財産使用料） 

第８条 条例第３条第２項の規定により市長が別に定める行政財産の使用料（以

下「行政財産使用料」という。）は、別表のとおりとする。 

２ 行政財産使用料の減免は、条例第４条各号に定めるもののほか、次の各号の

いずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。 

(1) 市（市が後援するものを含む。）において、公用若しくは公共用又は公益

を目的とする事業に関するもの 全額 

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若し

くは公共用又は公益を目的とする事業に関するもの 全額 

(3) 市内の小中学校が公益を目的とする事業で非営利のものに関することに

利用するとき 全額 

(4) 市内の幼稚園及び保育園、高等学校、専門学校等が公益を目的とする事業

で非営利のものに関することに利用するとき 全額 

(5) 市内の小中学校の児童及び生徒等で組織された団体が公益を目的とする

事業で非営利のものに関することに利用するとき 全額 

(6) 前各号に該当しない非営利活動のうち市又は市民に関する事業に関する

もの又は市内事業者、市内団体、市民等（以下「市内事業者等」という。）

による作品展示 全額 

(7) 前各号に該当しないもののうち、市内事業者等によるもの 半額 

(8) 第６号に該当しない作品展示 半額 

(9) その他市長が特に必要と認めるとき 全額又は半額 

（許可の取消し） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに掲げるとき、事業上の都合により支障を

生じたときその他やむを得ない理由があるときは、行政財産の使用の許可を取

り消すことができる。この場合において、広告主に損害が発生しても、市は、

その責めを負わない。 

(1) 第７条第２項の規定により行政財産の使用の許可を受けた者（以下「広告

主」という。）が、指定した期限までに行政財産使用料を納入しなかったと



き。 

(2) 広告等の内容が第４条第１項各号のいずれかに該当することが判明した

とき。 

(3) 自由通路の通行等に支障があるとき。 

２ 市長は、前項の規定により行政財産の使用の許可を取り消すときは、広告主

に行政財産使用許可取消通知書（様式第５号）を交付するものとする。 

（広告主の責任） 

第１０条 掲出する広告等の内容等に係る一切の責任は、広告主が負うものとす

る。 

２ 広告主は、広告等の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び

広告の内容等に関する財産権の全てにつき権利処理が完了していることを、市

長に対して保証するものとする。 

３ 第三者から、広告等に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、

広告主の責任及び負担において解決することとする。 

（破損等による取扱い） 

第１１条 広告等が破損し、汚損し、又は退色したときは、市は、その責めを負

わない。 

２ 破損等により広告等の外観が著しく損なわれた場合は、広告主はこれを修理

しなければならない。この場合において、広告主が修理をしないときは、市は

当該広告等を廃棄することができる。 

（掲出及び撤去） 

第１２条 広告等の掲出及び撤去は、市の指示に従い広告主が行うものとする。

ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定により市が撤去した広告等は、市長が特に必要と認めた

ものを除き、返還しないものとする。 

（権利譲渡の禁止） 

第１３条 広告主は、広告等の掲出に係る権利を第三者に譲渡することができな

い。 

（その他） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２７年７月２９日から施行する。 



別表（第５条、第８条関係） 

備考 料金は、週を単位として定め、１週未満の端数があるときは、これを１

週として計算する。 

規格（縦×横） 区画数 
行政財産使用料 

（１区画につき１週当たり） 

Ａ１判 

縦８４．１ｃｍ× 

横５９．４ｃｍ以内 

４０区画 ４，０００円 



様式第１号（第６条関係） 

行政財産使用許可申請書 

                            年  月  日 

 

柳川市長  様 

 

申請人 住 所  

 

                   氏 名            ㊞ 

 

下記により行政財産の使用を許可して下さい。 

 

記 

 

使用許可を

受けようと

する財産 

所  在  地 柳川市三橋町下百町５０－１外 

市道西鉄柳川駅自由通路線 広告等掲出用パネル 

 

種目及び構造 広告等 

数    量       区画 

 

現    況 市道西鉄柳川駅自由通路線 広告等掲出用パネル 

住所及び氏名 □申請人に同じ 

 

使用目的及び内容 柳川市行政財産への広告等掲出のため 

使用を必要とする期間   年  月  日から 

  年  月  日まで 

使用を必要とする事由 広告等の掲出 

摘要  

 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

行政財産使用許可書 

 

申請人 住 所  

 

氏 名  

 

平成  年  月  日付けで申請のあった行政財産の使用許可については、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項及び柳川市財務規

則（平成１７年柳川市規則第４５号）第１２１条第３項の規定により、下記のと

おり許可します。 

 

  年  月  日 

柳川市長         印 

記 

１ 許可の内容 

 (1) 所在地  市道西鉄柳川駅自由通路線 広告等掲出用パネル 

 (2) 種 目  － 

 (3) 数 量     区画 

 (4) 目 的  広告等掲出のため 

 

２ 期間      年  月  日から    年  月  日まで 

 

３ 行政財産使用料       円 

 

４ 許可条件 

(1) 使用許可財産を常に善良な管理者の注意をもって使用すること。 

 (2) 使用許可財産を申請人（構成員を含む。）以外の第三者に使用させてはな

らない。 

(3) 使用許可財産を使用許可目的以外の目的に使用してはならない。 

 (4) 使用許可財産について、使用許可期間満了又は使用許可取消しによって使

用を終了した場合は、速やかに原状に回復して返還しなければならない。た

だし、市長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。 



 (5) 使用許可財産を市において公用若しくは公共用に供するため必要が生じ

たとき、又は申請人が使用許可条件に違反したときは、使用許可の全部又は

一部を取り消すことができる。 

 (6) 市が使用許可を取り消した場合、その取り消しにより申請人に損害を与え

た場合にあっても、市は申請人にその損失を補償しない。 

 (7) 使用許可財産をやむを得ず模様替え、その他の行為又は使用目的の変更を

しようとするときは、事前に書面により申し出てその承認を得なければなら

ない。 

 (8) 使用許可財産をその使用に伴って支出した有益費等については、市に対し

て請求できない。 

 (9) 使用許可財産を申請人の責めに帰する事由によりその全部又は一部を荒

廃させ、若しくは毀損したとき又はこの使用許可書に定める義務を履行しな

いために市に損害を与えたときは、その損害額に相当する額の範囲内で市長

が定めた額を損害賠償として市に支払わなければならない。 

 (10) 使用許可財産において、その使用許可の範囲内で発生した事故等につい

ては、申請人の管理責任で処理しなければならない。 

 (11) 申請人は、その住所又は氏名を変更したときは、直ちにその変更内容を

記載した書面を提出しなければならない。 

 (12) 使用許可財産の管理上必要とする電気、水道、ガス等の管理費について

は、別に通知する納入通知書により納入しなければならない。 

 (13) 使用許可財産の管理上必要があると認めたときは、使用状況等について

報告を求め、又は調査することができる。 

(14) 事情の変更等により必要があるときは、使用料を改訂することがある。 

(15) 使用許可財産においては、火気の使用を禁ずるとともに禁煙とする（家

屋等の場合）。 

 

（教示） 

 この決定について不服があるときは、この決定を知った日の翌日から起算して

６０日以内に柳川市長に対して書面で異議申し立てをすることができます。 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

許可印 
第    号 

      まで 

柳川市長 

許 可 印 



様式第４号（第７条関係） 

第     号  

年  月  日  

行政財産使用不許可通知書 

 

     様 

 

                   柳川市長           印 

 

年  月  日付けで申込みがあった行政財産の使用について許可

しないこととしましたので、通知します。 

  

受付番号 第     号 

広告等掲出期間      年  月  日から 

     年  月  日から 

           （   か月） 

許可しない理由   

 

 

 

 

注 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日か 

ら起算して６０日以内に、柳川市長に対して異議申立てをすることができま 

す。また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があった 

ことを知った日の翌日から起算して６月以内に、柳川市を被告として（訴訟 

において市を代表する者は市長となります。）、提起することができます。 

ただし、異議申立てをした場合には、この決定の取消しを求める訴えは、そ 

の異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６月 

以内に提起しなければなりません。 

  



様式第５号（第９条関係） 

第     号  

年  月  日  

行政財産使用許可取消通知書 

 

     様 

 

                   柳川市長           印 

  

次の理由により、行政財産の使用に係る許可を取り消します。 

  

受付番号 第     号 

許可年月日      年  月  日 

許可期間      年  月  日から 

     年  月  日から 

           （   か月） 

掲出パネル番号                番 

理由    

 

 

 

注 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日か 

ら起算して６０日以内に、柳川市長に対して異議申立てをすることができま 

す。また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があった 

ことを知った日の翌日から起算して６月以内に、柳川市を被告として（訴訟 

において市を代表する者は市長となります。）、提起することができます。 

ただし、異議申立てをした場合には、この決定の取消しを求める訴えは、そ 

の異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６月 

以内に提起しなければなりません。 

  



（参考：様式） 
行政財産使用許可決議書 

（担当課：   課） 

 

起案 平成  年  月  日       

 

決裁 平成  年  月  日 

 

 

 課長補佐 係 長 係 員 起案者 合議 

     

 

 

 

平成  年  月  日付けで別紙のとおり行政財産の使用許可申請書が提出

されました。よって、下記のとおり行政財産の使用を許可してよいかお伺いしま

す。なお、決裁のうえは、別紙使用許可証（案）により、当該財産に係る行政財

産使用許可証を申請者宛交付してよいか併せてお伺いします。 
 

記 

 

 

使用許可しよ 

うとする財産 

所  在  地 
柳川市三橋町下百町５０－１外 

市道西鉄柳川駅自由通路線 広告等掲出用パネル 

種目及び構造 広告等 

数        量      区画 

現        況 市道西鉄柳川駅自由通路線 広告等掲出用パネル 

相手方の住所及び氏名 

 

 

使 用 目 的 柳川市行政財産への広告掲出 

使 用 許 可 期 間  

使用料の額・算定方法等 
 

 

使 用 許 可 条 件  

使 用 許 可 可 能 な 事 由   

摘 要   

 

市 長 副市長 部 長 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


